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《
配
偶
者
の
所
得
を
勘
案
す
る
理
由
》

　

配
偶
者
間
で
は
、民
法
上
も
、他
の

親
族
以
上
に
家
計
を
支
え
合
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、配

偶
者
の
方
が
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、食
費
・
部
屋
代
を

ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

利用者
負担段階 対象者

負担限度額（日額）
部屋代 食費

第1段階

・世帯の全員が住民税を課
税されていない方で、老
齢福祉年金を受給されて
いる方
・生活保護等を受給されて
いる方

多床室 0円

300円
従来型個室

（特養等） 320円

（老健・療養等） 490円

ユニット型準個室 490円

ユニット型個室 820円

第2段階

・世帯全員が住民税を課税
されていない方で、合計
所得金額と公的年金等の
収入額の合計が年間80
万円以下の方

多床室 370円

390円
従来型個室

（特養等） 420円

（老健・療養等） 490円

ユニット型準個室 490円

ユニット型個室 820円

第3段階
・世帯全員が住民税を課税
されていない方で、上記
の第2段階以外の方

多床室 370円

650円
従来型個室

（特養等） 820円

（老健・療養等） 1,310円

ユニット型準個室 1,310円

ユニット型個室 1,310円

第4段階 ・上記以外の方 負担限度額なし

〈利用者負担段階と負担限度額〉

※
左
図
の「
預
貯
金
等
」に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、下
記
の
表
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

※
負
債（
借
入
金
・
住
宅
ロ
ー
ン
）は
、

預
貯
金
等
か
ら
差
し
引
い
て
計
算

し
ま
す
。（
借
り
入
れ
証
書
な
ど
で

確
認
）ま
た
、価
格
評
価
は
、申
請

日
の
直
近
2
か
月
以
内
の
写
し
等

に
よ
り
行
い
ま
す

■「
預
貯
金
等
」に
含
ま
れ
な
い
も
の

・
生
命
保
険
、自
動
車
、腕
時
計
、宝

石
な
ど
、時
価
評
価
額
の
把
握
が

難
し
い
貴
金
属
な
ど

・
絵
画
、骨
董
品
、家
財
な
ど

■「
預
貯
金
等
」に
含
ま
れ
る
も
の

　　〈食費･部屋代の負担軽減対象者の判定の流れ〉

〈所得要件〉
現行
・住民税非課税世帯の方が
  対象

要件の追加
・世帯が違っていても、配
　偶者が住民税を課税され
　ている場合は対象外

住民税
課税

住民税
非課税

対象外対象外

〈資産要件（新）〉
預貯金等が一定額以下
※一定額とは
・配偶者がいる方
　　合計2,000万円
・配偶者がいない方は
　　　　1,000万円

一定額を超える
預貯金等
あり

一定額を超える
預貯金等
なし

食費・部屋代の
負担軽減の対象

「預貯金等」に含まれるもの
（資産性があり、換金性が高く、
価格評価が容易なものが対象）

確 認 方 法
（価格評価を確認できる書類の入手が

容易なものは添付を求めます）

預貯金（普通・定期） 通帳の写し（インターネットバンク
であれば、口座残高ページの写し）

有価証券
（株式・国債・地方債・社債など）

証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購
入先の口座残高によって時価評
価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残
高の写し（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） 自己申告
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月々の負担上限
　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
に
お
支

払
い
い
た
だ
く
利
用
者
負
担
に
設
定

さ
れ
て
い
る
月
々
の
上
限
の
事
で
、

1
か
月
に
支
払
っ
た
利
用
者
の
負
担

の
合
計
が
上
限
を
超
え
た
と
き
は
、

超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

　

一
般
的
な
所
得
の
方
の
負
担
の
上

限
は
3
7
2
0
0
円
で
す
。

　

上
記
の
表
の
通
り
、特
に
所
得
の

高
い
現
役
並
み
所
得
相
当
の
方
が
い

る
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、相
応
の

ご
負
担
を
お
願
い
す
る
た
め
、負
担

の
上
限
が
3
7
2
0
0
円（
月
額
）か

ら
4
4
4
0
0
円（
月
額
）に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

　

負
担
上
限
の
引
き
上
げ
対
象
に
な

る
方
は
、同
一
世
帯
内
に
課
税
所
得

1
4
5
万
円
以
上
の
65
歳
以
上
の
方

が
い
る
方
で
す
。た
だ
し
、

・
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方

が
1
人
で
、そ
の
方
の
収
入
が

3
8
3
万
円
未
満
の
場
合

・
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方

が
2
人
以
上
で
、そ
れ
ら
の
方
の

合
計
収
入
が
5
2
0
万
円
未
満

の
場
合

に
は
、そ
の
旨
を
町
に
あ
ら
か
じ
め

申
請
す
る
こ
と
で
3
7
2
0
0
円
に

な
り
ま
す
。

　

負
担
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
の

は
、平
成
27
年
8
月
1
日
以
降
に
利

用
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
ご
負
担
か
ら

と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、健
康
推
進
課（
☎
6
3･

3
8
0
1
）ま
で
。

《判定の流れ》

　同一世帯の65歳以上の方の収入が…
・383万円
　（同一世帯内の65歳以上の方が
　1人の場合）
・合計520万円
　（同一世帯内の65歳以上の方が
　2人以上いる場合）
未満であるかどうかで判定します。

（申請が必要）

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

区　　分 負担の上限（月額）

 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400 円（世帯）〈新設〉

 世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 37,200 円（世帯）

 世帯の全員が住民税を課税されていない方 24,600 円（世帯）

・老齢福祉年金を受給されている方 24,600 円（世帯）

・前年の合計所得金額と公的年金等 
  収入額の合計が年間 80 万円以下の方等 15,000 円（個人）

 生活保護を受給されている方 15,000 円（個人）

世
帯
内
収
入

3
8
3
万
円
未
満

世
帯
内
収
入

3
8
3
万
円
以
上

同一世帯内に課税所得145万円以上
の65歳以上の方がいるかどうか。
・いない場合
  →37,200円（月額）
・いる場合
  →44,400円（月額）

負担の
上限額
（月額）

3
7
2
0
0
円

4
4
4
0
0
円

世
帯
内
収
入

5
2
0
万
円
未
満

世
帯
内
収
入

5
2
0
万
円
未
満

申請

申請

申請

Step1

Step2

A
世帯

D
世帯

B
世帯

収入100万円 300万円

収入100万円 500万円

サービス利用者

収入350万円

サービス利用者

サービス利用者

収入100万円 250万円

サービス利用者
（60歳） （66歳）

C
世帯

150万円


